
制 

度

◆
◆
◆

平
成
25
年
度

病
児
保
育
事
業
の
ご
案
内

■
病
児
保
育
と
は

入
院
を
必
要
と
し

な
い
程
度
の
病
状

で
、
急
性
期
〜
回
復

期
に
あ
た
り
、
家
庭

や
集
団
で
の
保
育
が

困
難
な
お
子
様
を
一

時
的
に
お
預
か
り
す

る
事
業
で
す
。

※
医
師
に
よ
り
受
け
入
れ
が
不
可
能
と
判

断
さ
れ
た
場
合
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

■
対
象
（
す
べ
て
あ
て
は
ま
る
子
ど
も
）

①
生
後
6
ヶ
月
〜
小
学
3
年
生
ま
で

②
保
護
者
の
就
労
、
傷
病
、
冠
婚
葬
祭
等

社
会
的
な
理
由
に
よ
り
、
家
庭
で
の
保

育
が
困
難
な
状
況
で
あ
る
こ
と
。

■
対
象
と
な
る
病
気

①
風
邪
、
下
痢
（
腸
炎
）
等
、
子
ど
も
が

日
常
的
に
か
か
る
疾
患

　（
脱
水
症
状
は
な
い
が
保
育
所
等
に
連

れ
て
い
け
な
い
と
き
）

②
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
お
た
ふ
く
か
ぜ
、　

水
痘
等
の
伝
染
病
疾
患（
麻
疹
を
除
く
）

　（
急
性
期
は
過
ぎ
全
身
状
態
は
安
定
し

て
い
る
が
、
出
席
停
止
期
間
で
保
育
所

等
へ
行
け
な
い
と
き
）

③
喘
息
な
ど
の
慢
性
疾
患

　（
呼
吸
困
難
は
強
く
な
い
が
、
保
育
所

各
保
育
所
、
平
山
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

に
常
備
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
こ
ど
も
教
育

課就
学
援
助
制
度
の
ご
案
内

経
済
的
な
理
由
に

よ
り
、
小
中
学
校
へ

の
就
学
が
困
難
な
児

童
生
徒
の
保
護
者
に

対
し
て
、学
用
品
費
・

学
校
給
食
費
等
の
費

用
を
援
助
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

教
育
委
員
会
が
認

定
基
準
に
基
づ
い
て
「
要
保
護
及
び
準
要

保
護
児
童
生
徒
」
と
認
め
た
場
合
に
援
助

を
行
い
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
、在
籍
し
て
い
る
小
・

中
学
校
長
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
こ
ど
も
教
育

課各
補
助
金
制
度
に
つ
い
て

【
有
田
川
町
授
産
施
設
通
所
交
通
費
助
成

金
交
付
制
度
】

在
宅
の
障
害
者
の
方
が
障
害
者
支
援
施

設
等
に
通
所
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
を

助
成
す
る
制
度
で
す
。

■
対
象
者
／
通
所
距
離
が
2
㎞
を
超
え
る

方
で
路
線
バ
ス
、
鉄
道
、
施
設
の
送
迎
用

車
等
を
利
用
さ
れ
て
通
所
し
て
い
る
方

※
他
の
制
度
に
よ
り
、
交
通
費
の
補
助
を

受
け
て
い
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

【
有
田
川
町
障
害
児
通
所
施
設
遠
距
離
通

所
補
助
金
交
付
制
度
】

有
田
川
町
内
外
の
障
害
児
通
所
施
設

（
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
、
児
童
発
達
支

援
事
業
所
等
）
に
通
う
児
童
の
保
護
者
の

負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補
助
金
で

す
。

■
対
象
者
／
町
内
外
の
障
害
児
通
所
施
設

に
通
所
（
施
設
の
開
所
日
数
の
半
分
以

上
通
所
）
し
て
い
る
児
童
の
保
護
者
で

自
宅
か
ら
の
距
離
が
4
㎞
を
超
え
る
方

※
施
設
の
送
迎
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

2
つ
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
申
請
が
必

要
で
す
。
対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
方
で

申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
3
月
末
日
ま

で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
既
に
障
害
児
通
所
施
設
遠
距
離

通
所
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
て
い
る

方
は
、
通
所
施
設
に
お
い
て
「
出
席
状
況

証
明
書
」
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
ら
請
求
書

と
と
も
に
4
月
5
日（
金
）
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
役
場
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
福
祉

班
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福

祉
課

等
に
は
連
れ
て
い
け
な
い
と
き
）

④
骨
折
、
熱
傷
な
ど
の
外
傷
性
疾
患

　（
病
状
が
固
定
し
て
も
、
保
育
所
等
に

は
連
れ
て
い
け
な
い
と
き
）

■
利
用
料
金

世
帯
の
課
税
状
況
に
よ
り
ま
す
。

■
利
用
時
間
／
8
時
30
分
〜
17
時
30
分

※
土
・
日
・
祝
日
、
そ
の
他
平
山
こ
ど
も

ク
リ
ニ
ッ
ク
の
休
診
日
は
お
休
み
で
す
。

■
利
用
手
続
き

●
役
場
で
の
事
前
手
続
き
が
必
要
で
す
。

●
平
成
24
年
中
に
有
田
川
町
に
転
入
さ
れ

た
方
は
、
前
住
所
で
平
成
24
年
度
課
税

証
明
書
を
取
り
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
登
録
用
紙
に
つ
い
て
は
、役
場
の
ほ
か
、

世帯区分 利用料

生活保護世帯 無料

前年度分の
市町村民税非課税世帯

1日 1,000 円
（半日 500円）

上記以外の世帯 1日 2,000 円
（半日 1,000 円）
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